
神戸市療育ネットワーク会議「第８回 就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議」  

 

（日時）令和５年３月９日（木）15：00～ 

（場所）センタープラザ西館６階 ９号会議室  

 

―――――――――――――    議 事 次 第     ――――――――――――― 

 

１． 開 会  

 

２． 議 題   

 

（１） 神戸市の発達の気になる子どもの相談支援体制について  

 

 

 

（２） サポートブックの普及啓発について  

 

 

 

３． 閉会  

 

 

 

 

―――――――――――――――    資  料     ―――――――――――――――― 

資料１  発達相談支援体制の充実について 

資料２  発達相談支援体制の充実（イメージ） 

資料３  特別支援教育相談センターの状況 

資料４  令和 5年度 就学相談に関するチラシ（保護者配布用） 

資料５  個別の就学相談を利用した場合の情報の流れ 

資料６  ネットワークプラン様式（検討案） 

資料７  サポートブックの普及啓発について 

資料８  サポートブックの概要 

資料９  サポートブック 様式 

資料 10 「サポートブック」「ネットワークプラン」の違いと活用について 

資料 11 第７回 就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議（令和４年 11月１０日）の議事要旨 

〔参考〕  神戸市療育ネットワーク会議「就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議」（概要） 

「就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議」検討課題と実施状況 



発達相談支援体制の充実について 

 
【背景】 
・子どもの発達に関する相談は、各区役所や地域の医療機関、こども家庭センターや療育センターな
どの関係機関で対応している。 

・発達障害に対する社会の理解が広がり、こども家庭センターでの発達相談・検査、療育センター診
療所での診察・訓練など、専門機関の利用を希望される保護者が増加している。 

・そのため、こども家庭センターにおける療育手帳の取得等に必要となる検査や、療育センターにお
ける診察にかかる待機期間が長期化しており、抜本的な対策が求められている。 

 
【事業の概要】 

子どもの発達相談支援体制を充実させ、早期に診察や検査を受けられるように、医師・保健師・心
理士等からなる（仮称）「こべっこ発達専門チーム」を新設し、未就学児を対象に、①乳幼児健診後の
二次健診、②家族からの相談対応を、垂水区・西区でモデル的に実施する。専門チームで得られた知
見やノウハウを横展開し、区の相談機能や乳幼児健診の充実を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

① 二次健診 
   ・乳幼児健診（１歳６カ月児・３歳児）の後、発達のフォローが必要な子どもを対象に、小児の

発達専門の医師による二次健診を実施し、専門的見地から助言を行い、子どもの発達の特性や
ニーズに沿った適切な支援先へつなぐ。 

・なお、より詳しい診療や検査が必要な場合は、専門医療機関や精密検査機関へつなぐ。 
 

② 家族からの相談対応 
   ・保健師・ケースワーカー・心理士が、面談・簡易検査を行い、専門的見地から助言を行い、子

どもの発達の特性やニーズに沿った適切な支援先へつなぐ。 
・なお、より詳しい診療や検査が必要な場合は、専門医療機関や精密検査機関へつなぐ。 

 
〇（仮称）「こべっこ発達専門チーム」の活動エリア 
 垂水区及び西区（西部療育センター対象区域） 
 
〇実施スケジュール（予定） 

  令和５年４～９月 事業開始に向けた事前準備 
       １０月 二次健診・家族からの相談対応開始 
 

【事業の効果】 

・子どもの成長や発達が気になる家族からの相談に対し、（仮称）「こべっこ発達専門チーム」が対応

することで、家族の不安や悩みを軽減し、適切な支援先へ早期につなぐことができる。 

・（仮称）「こべっこ発達専門チーム」で得られた知見やノウハウを全市展開することで、子どもの発

達に携わる地域の関係機関全体の対応力が上がり、市民にとって、より身近な地域で相談や支援を

受けることができるようになる。 
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療育センター診療所こども家庭センター専門
医療機関
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児童発達支援等の福祉サービス
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区保健福祉課
障害福祉担当

障害者相談支援
センター 障害児相談支援事業所

利用計画の作成福祉サービスの相談

かかりつけ医療機関

３歳児健診受診までの親子（健診後フォロー含む）

家族からの直接相談
区保健福祉課
・子育て相談窓口
・乳幼児健診（1歳6か月児・３歳児）
◆診察・心理相談

区保健福祉課
乳幼児健診・二次健診等の対象者より、区保健師が利用調整
・要フォロー児子育て教室（集団）／ 発達専門相談（個別）

②【家族からの相談対応】（保健師・心理士・CW ）各区月6回
・面談・簡易検査の実施
・専門的な検査や診療が必要かどうかの見立て
・専門的見地からの助言

①【二次健診】（医師・区保健師）各区月2回
・専門的な検査や診療が必要かどうかの見立て
・専門的見地からの助言

（仮称）こべっこ発達専門チーム（医師1名・保健師2名・心理士1名・CW1名） ※拠点：本庁

③【専門職への助言・指導】（医師など）
・各区の保健師・心理士へのスーパーバイズ
・地域の医療機関等への研修など

区保健師と専門チームとの連携

概ね４・５歳児

発達相談支援体制の充実（イメージ）

垂水・西区で
モデル実施

（専門チームが出務）

資料２
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令和５年３月９日 

神戸市療育ネットワーク会議 

 

特別支援教育相談センターの状況 

 

１ 就学相談 

（１）就学先の選択（５歳児の就学相談） 

小学校等が実施する就学相談の前に、センター職員が就学説明会・個別の就学相談

会を実施し、通常の学級や特別支援学級、特別支援学校のどの就学先が望ましいのか、

提供可能な合理的配慮の内容等など、本人・保護者の不安や疑問に答えながら、特別

な支援の必要性を判断できるよう十分な情報提供を行い、適切な就学に繋げた。 

① 就学説明会 

４月 19 日より来年度の就学に向けた学びの場を選択する際の参考にしていただく

ための就学説明の動画を Web 配信した。同日に神戸市総合教育センター10 階ホール

にて、Web 配信を見ることができない方のために Web 配信と同様の動画を見ていただ

く場を設けた。当日は 25 名の参加者があり、１名には手話通訳の派遣も行った。 

② 個別の就学相談 

５月６日から７月 15 日までの期間を Web での相談申込期間とし、それ以降は随時

電話で申し込みを受け付けた。５月６日から５月 16 日までは３つの療育センターで、

その後は全市 6 会場にて行った。（神戸市総合教育センター、しあわせの村、有野小

学校、糀台小学校、東灘区文化センター、竜が台小学校） 

     療育センターの実施状況                     （人） 

まるやま ひまわり のばら 合計 

30 9 23 62 

６会場の実施状況 １月末時点 

KEC しあわせの村 有野小 糀台小 東灘区文化 C 竜が台小学校 合計 

179 14 10 34 40 19 296 

（２）学びの場の変更 

就学後においても子供の育ちを見通しながら柔軟に学びの場を見直す必要があり、

学校園からの特別支援学級への入級や特別支援学校への転学等についての相談に応

じた。（令和５年１月末時点で 14 件） 

 

２ 教育相談 

   学校や保護者から、学習や生活に不安のある児童生徒についての相談を受け、セン

ター職員が学校を訪問して学校生活の状況を確認した後、学校に対して支援の方向性

の提案や具体的な指導方法の助言を行うほか、必要に応じて、センターでの検査・面

談、医師による教育相談を実施し、保護者に対して家庭での接し方等を助言した。 

（実施状況） 

相談実績累計（令和４年４月～令和５年１月末） 

・全相談件数 3,288 件 内訳（幼児 247 件、小学校 2,639 件、中学校 384 件、 

その他 18 件） 

・相談受付児童生徒数 645 名 

・検査面談件数、257 件（その内医療教育相談実施 89 件） 
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スマートフォンやパソコンでご覧になれない方のために

同じ動画を会場で流します。（質疑応答等の時間はございません。）

日時：令和５年４月１８日（火）１０：３０～１２：００

受付開始１０：００ 定員約８０名

場所：神戸市総合教育センター６階 ６０２号室
神戸市中央区東川崎町１－３－２
駐車場はありませんので、周辺施設の駐車場をご利用ください。
託児施設はありません。

申込み方法 神戸市ホームページから申し込みサイトに移動します。(3月20日から申込開始)

電話での問合わせ先 神戸市教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課

特別支援教育相談センター

☎０７８－３６０－２１６０

令和6年度就学予定のお子様の

神戸市ホームページをご覧ください。

通常の学級、特別支援学級、特別支援学校、通級指導教室など、
さまざまな学びの場についての説明を行います。

🔍「神戸市 就学相談」で検索

し ゅ う が く せ つ め い か い

ど う が は い し ん
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気になること、相談してみませんか？

小学校に行くの、
ドキドキするなぁ

小学校に入学してから、
友達とうまくやっていけるかな・・・。

特別支援学校と
特別支援学級は
どんな違いが
あるのかなぁ1年生になったら

がんばるぞ

個別の就学相談

（５～７月）

受付開始 学校見学

就学先決定

就学時健康診断 入学説明会

学校との就学相談
（７～11月）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

特別支援学級に関すること

特別支援学校に関すること

医療的ケアに関すること
通級指導教室に関すること

通常の学級に関すること

🌸就学先が決まるまでの流れ（目安）

🌸個別の就学相談の内容例

どんな勉強か
楽しみだなぁ

相談の担当者は、教育委員会指導主事（教員）、インクルーシブ相談員（元校長先生）、
通級指導教室担当者（幼稚園教員）などです。

🌸個別の就学相談（５月中旬～７月下旬）

スマホで申込 相談日時や場所はスマホで申し込めます。

4月1８日から受付を開始します。

個別に相談することで、より具体的にお子さまの学校
生活のイメージがもてます。

※この就学相談において就学先が決定されることはありません。

就学説明会（Web）
4月１８日（火）～

表面をご覧ください

まずは、就学説明会の動画をご覧ください。

神戸市ホームページをご覧ください。 🔍「神戸市 就学相談」で検索



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

令和５年３月９日（神戸市療育ネットワーク会議） 

教 育 委 員 会 事 務 局 特 別 支 援 教 育 課 
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令和５年３月９日（神戸市療育ネットワーク会議）

教育委員会事務局特別支援教育課
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Ｒ５より追加予定(案)
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令和５年３月９日 

福祉局障害福祉課（発達障害者支援センター） 

 

サポートブック普及・啓発について 

 

１．サポートブックの概要 

〇保護者が、子どもの成長の様子を記録し、家族以外の人(＝支援者)に関わってもらうときに、 

「子どもの様々な情報」を知ってもらうためのツール。 

〇支援者からの視点での情報を加えることで、支援者と保護者とのコミュニケーションツールとして

も役立ち、保護者自身も、これまで気づかなった子どもの一面に気づき、自らの子どもとのかかわ

りを見直すきっかけとなる効果がある。 

〇平成 19 年度に作成した神戸市版を、令和３年度に使いやすく改訂。記入様式にチェックボックスを増

やすなど他都市での好事例を参考に、関係者の意見も取り入れてリニューアル。PC で直接入力できる

Excel 版を神戸市 HP上に掲載。 

 https://www.city.kobe.lg.jp/a86919/kosodate/sodan/hattatsushogai/siryo.html 

 〇令和５年度「神戸っ子 すくすくハンドブック」（母子手帳副読本）にて紹介。 

 

２．サポートブックの内容 

 〇対象年齢：幼児から小学生低学年（概ね３歳～９歳） 

〇必要なときや場所、目的に応じて、支援者と共有する内容を調節できるページ構成。 

「本人の情報（緊急連絡先や医療的なケア等の情報）」 

「好きなことや苦手なもの」「身体状況（疾患やアレルギーの有無等）」 

「コミュニケーション（あいさつ、理解・聞くこと、表現・話すこと）」 

「人との関わり（家族関係、大人と、子ども同士、家族以外の人、初めての人）」 

「活動（集中する、同時の作業、体を使う運動、手先の細かな作業）」 

「集団での様子」、「感覚・行動」、「パニックや危険なこと」、「日常生活」など。 

 

３．令和４年度の取り組み 

〇公立・民間の児童発達支援センターを利用中の保護者向け研修を実施。 

〇サポートブックの存在を周知し、保護者への助言等を行える人材を養成するための「支援者向け

研修」を公立・民間の児童発達支援センター職員を対象に実施。 

〇発達障害者支援センター事業の「家庭療育講座（ペアトレ）」でのサポートブック作成支援など。 

 

４．令和５年度の取り組み（案） 

〇サポートブックの存在を周知し、その活用を促していくとともに、保護者等へ助言等を行える支

援者を養成するため、各区役所（10 か区）を拠点に「保護者向け研修」および「支援者向け研

修」を開催する。 

・対  象：就学前の保護者および支援者 

      幼稚園、保育所（園）、認定こども園、児童発達支援センター・事業所等に通所・ 

通園する発達の気になる子どもの保護者、すこやか保育を利用する保護者・支援者

（就学前の児童３～６才児・所属の有無は問わない） 

・研修内容：サポートブックの理解、サポートブックの書き方など(集合形式、グループワーク） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a86919/kosodate/sodan/hattatsushogai/siryo.html
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1

現在行っている支援を、新しい支援者に継続するための

コミュニケーション・ツールです

サポートブック
○ サポートブックって何？

サポートブックは、子どもを預かってもらう
場合（保育所・園、幼稚園、学校、学童保育、
講演会での託児など）、預かる人（支援者）に
知っておいてほしい「子どもの情報」（困った
ことが起こった場合の対応方法等）をまとめた
冊子です。

サポートブックを支援者に渡すことで、初め
ての場所や初対面の人とでも、子どもが安心し
て楽しく過ごすための大きな助けになります。
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資料８



こどもの様子をよく知ること

• 幼少時期の様子

• どんな支援を受けてきたのか？

• パニックへの対処法は？

• 落ち着くものはないのか？

• 苦手なものは何か？

サポートブック（改訂）
の活用、情報の共有
（家族、支援者、
医療機関など）

サポートブックの作り方・使い方ガイド

ヒントはどこに？

2
※神戸市のホームページからダウンロードできます

【検索】神戸市 サポートブック



サポートブックの２つの側面

○ 記録としてのサポートブック
・日々の関わりの中で新しい支援を試して、その支援

がうまくいったら記録しましょう
・今実際に行っていることを、簡単なメモからでも始

めてみましょう
⇒ 一般様式（項目を自由に設定できます）

○ 伝達･コミュニケーション用ツール
・支援者に必要な情報をサポートブック（記録）から選んで使いましょう
・場面（託児、小学校での面談など）によって使う項目は変わります

3



サポートブックに何を書く？

○園、学校など、日中、定期的に預ける施設へ
・日中子どもが行う行動を想像しながら、項目を考えましょう
・関わり方は、先生と話し合いながら、修正加筆しましょう

○講演会での託児や、祖父母やお友達に預けるときなど、
一時的な預かりのときに
・それぞれに必要だと思う項目を作成しましょう

○家族と支援を共有したいときに
・共有したい関わり方の項目を作成しましょう

＊ 日頃から子どもの様子を見て、うまくいく声かけや工夫、
関わりを知り、大人がどんな手伝いをしているか意識し
ておくことが大切です。

4



サポートブックの内容

○ 本人ファイル
・個人情報に関するファイル

氏名・呼び名・年齢・生年月日・性別・写真・住所
緊急連絡先・学校など

・すべての場面で必要な基本ファイル
特に配慮のいる状況とその対応
好きな遊びや得意なこと・嫌いな遊びや苦手なこと
お金の管理

・場面に応じて提供するファイル
診断名・本人の特徴
服薬・診断検査の記録・各種手帳

○ 一般様式

○ コミュニケーションのポイント

5



6

先生と協同関係を築きましょう

『先生はもう一人の問題解決者』

・学校の悩み・子どもの悩み(共通目標)を共に解決する

・お互いに相手の話を聞き、取り入れ、一緒に考える

家での様子を伝える

参考にして支援を考える
様子を伝える

先生の意見を参考にして関わる
家での様子を伝える

サポートブックを使った
先生とのコミュニケーションのポイント
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サポートブックとネットワークプランの違いと活用について

〇サポートブックとネットワークプランの違いと活用 

名称 サポートブック ネットワークプラン（個別の教育支援計画）

担当課 福祉局障害福祉課 教育委員会事務局特別支援教育課 

① 目的 ・障害の有無にかかわらず、発達が気になる

子どもについて、保護者以外の人（親族、

支援者）が関わる時に、子どもの情報を伝

えるためのツール

・保護者と支援者とのコミュニケーション

ツール

・子どもの成⾧の記録

・障害のある子どもについて、本人・保護者、

関係者（学校）で情報共有するためのツール

・障害のある子どもの教育的ニーズの整理と

⾧期的で的確な支援を、小学校から高校卒

業（特別支援学校含む）まで校種を超えてつ

ないでいく

②対象児童 発達が気になる子ども（診断の有無は問わな

い） 

特別支援学校・特別支援学級・通級指導および

通常学級在籍者。保護者がネットワークプラ

ン作成を希望する場合（診断の有無は問わない）

③対象年齢 概ね３歳～９歳（就学前～小学校低学年） ５歳～18 歳（就学前～小・中・高校） 

④作成

(任意・必須)

（任意） （必須） 

・入学前に特別支援教育相談センターによる

個別の就学相談を受けた方（５歳児の保護

者）

・特別支援学校、特別支援学級、通級指導を利

用する方

（任意） 

・その他学校が特別な支援を必要と判断した

場合

⑤内容 本人の日常生活に関する情報、保護者が行っ

ている子どもの特性に応じた関わり方など 

◆具体例：本人の基本情報、コミュニケーショ

ン、人とのかかわり方、活動、感覚・行動、

パニック・危険なこと、日常生活、伝えたい

ことなど

障害のある子どもの教育的ニーズの整理のた

めに必要な情報（教育だけでなく医療や福祉

など、関係機関との連携のための情報を含む） 

◆具体例：本人の基本情報、医療・療育の情報、

将来の希望、障害による困難な状況、支援の

内容（合理的配慮）、成育歴、相談歴など

⑥作成者 保護者が作成 保護者と学校が作成 

⑦作成方法 ・市ホームページに掲載のサポートブック

PDF をダウンロードし手書き、または、 

エクセルシートをダウンロードし入力

・個別の就学相談を受けた方：

e-KOBE を活用し、保護者がスマホやパソ

コンから入力（教育委員会へ提出）

・上記以外の方：学校がエクセルシートに入力 

⑧ 見 直 し 時

期

概ね３か月～１年（成⾧に合わせて） 状況の変化があった際は都度。基本は 4～5 月 

⑨ 情 報 管 理

者 

保護者 教育委員会（小学校・中学校・高校） 

※卒業後、５年間保存

⑩情報共有 保護者の意思による（情報共有を推奨） 保護者の同意が必要 
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⑪ 情 報 共 有

の範囲 

・保護者 

・保護者を通じて、親族等 

・保護者を通じて、所属機関（幼稚園、保育園

所、小学校、児童発達支援、放課後等デイサ

ービス、児童館等）、医療機関等 

・保護者 

・所属機関（小学校・中学校・高校・特別支援

学校） 

・保護者を通じて、放課後等デイサービスや医

療機関等 

⑫開始年度 平成 19(2007)年度（令和３年度改訂） 平成 20（2008）年度（令和４年度改訂） 

 

〇情報連携について 

サポートブックとネットワークプランの共通点と相違点を理解した上で、情報連携の仕組みについて検討

を進める。 
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神戸市療育ネットワーク会議「第７回 就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議」 

 議事要旨 

 

（日 時）令和４年 11月 10日（木）15：00～17：00 

（場 所）中央区文化センター1001・1002会議室 

 

○…委員意見・質問  ●･･･所管部署等の説明 ※いずれも要約 

 

１．神戸市療育ネットワーク会議「就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議」について 

＜事務局より資料１を用いて、これまでの経過と今回の会議の趣旨について説明＞ 

 

２．就学時のつなぎ・情報連携について 

＜事務局より資料２、資料３、資料４、資料５について説明後、質疑応答＞ 

 

（１）個別の就学相談を活用した流れについて 

 ○外国籍の子どもや保護者など、日本語でのコミュニケーションが不十分な方への配慮について

伺いたい。また、保護者自身が、知的発達がゆっくり、ネグレクトなどで子どもへの関心が薄い

など、就学相談のシステムに乗りにくい方への配慮も伺いたい。 

 ●外国籍の保護者や配慮の必要な方が個別の就学相談会に来所される時は、通訳や支援者の方に

同席いただいた。相談時には、教育委員会が保護者から聞き取った情報を入力し、保護者に学校

への情報共有について同意の有無を確認した。所属がない子どもの保護者にも就学相談を利用

してもらえるよう、関係各所と連携し働きかけていきたい。 

 ○知的発達をお持ちの保護者や障害のある保護者への合理的配慮はされているのか。また、実際に、

障害のある保護者の方からの相談はあったか。 

●耳が聞こえない保護者の方がいた。事前に、通訳を手配できないか保護者から相談を受けていた

ので、参加された就学説明会と就学相談会に通訳を手配し、個別に対応した。 

 

○まず就学相談に来所することが大事であり、情報を適切に収集し就学先と共有することが必

要。保育所や幼稚園での保護者に対しての働きかけについて伺いたい。 

○教育委員会が作成した就学相談のチラシを、私立保育園連盟から全加盟園に周知した。各園か

らも保護者に周知いただいた。 

○就学先については、幼稚園、保育園、認定こども園などからの提案を保護者が受け入れるには

時間を要し苦労もある。大変な課題を抱える保護者の方にとって、開かれた相談システムの構

築は非常に大切だと思う。 

○就学相談時に、所属園所での子どもの様子の確認希望はあったのか。 

●所属園所での確認は、希望があれば実施している。特別支援教育相談センターのインクルーシ

ブ教育推進相談員は、元小学校長が務めており、希望を受けた際は、幼稚園（公立・私立）を

巡回してお子さんの様子を確認し、その情報を就学先の学校に共有する役割を担っている。 

○以前から、学区内の保育所や幼稚園等と学校が連携し情報共有をしていたが、就学相談につい

ては、幼稚園、保育園などから保護者に説明いただいた。最近は、児童発達支援を利用し幼稚

園に全く通われていない子どももいるため、児童発達支援事業所からも説明いただいた。 
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○保育園や幼稚園の先生方にとって、保護者から進路相談を受けたり、助言をするときの難しさ

はどういったことか。 

○すこやか保育を提案した時点で、保護者から「うちの子は（すこやか保育対象とは）違う」と

はっきり言われてしまうと、その後の助言が難しい場合がある。子どもの発達障害を理解され

ている保護者は、助言を受け入れやすい傾向がある。 

○小学校で混乱したり、友達とうまくやっていけない子は、幼稚園の生活で見て分かる。インク

ルーシブ教育推進相談員に子どもの状況を見に来ていただき、就学相談を受けるべきかなど助

言や指導を受けている。 

○所属の園所が、就学相談を勧めても相談に繋がりにくい保護者への説明について、園所だけで

はなく行政でもサポートできる仕組みがあるとよい。また、就学相談時に、園所に相談員が様

子を確認した方がよい子どもについて、相談員の確認を後押しする仕組みがあってもよい。 

 

○就学相談後に、保護者が学校に行かれて相談した際、教育委員会の就学相談と学校での内容が

違っていたなどのトラブルはあるのか。 

●今のところ、トラブルや苦情は特にない。学校の先生からは、就学相談での情報を共有したう

えで保護者と話ができるので助かるとの声がある。保護者も教育委員会との相談が終了してお

り、肩の荷が下りた状況で学校に来るため、相談がスムーズに進む。 

 

○例年 10月頃になると医療機関への就学に関する相談が多くあったが、小児科などの医療機関に

は今回の就学相談の仕組みが浸透していないように思う。お気づきのことがあるか。 

〇医療機関には、就学相談の仕組みは周知されていないようなので、医師会を通じた医療機関へ

の周知の協力など、医療機関でできることを考えていきたい。 

 

○保護者には市の特別支援教育システムをお知らせしたうえで、個人が進路先を選択することに

なる。神戸市は保護者の意向を大切にしてきたが、最終的には保護者の決定となるのか。 

●最終的には保護者の意見を最大限尊重しながら、学校と相談をして、就学先を決定していくこ

とになる。保護者の意向を大切にすることは、従来と変わっていない。 

○就学相談に行かない保護者についても、所属園所からすべての子どもの要録が就学先へ渡され

る。要録により学校へ情報が届くシステムになっている。 

○要録は健常児も含め全員作成する。内容は、（支援が必要な部分を含めて）きっちりと書かれて

いるのか。 

〇就学先に提出するための要録には、かなり細かく関わり方や難しさなども記載する。学校の先

生が直接受け取りに来る場合は、口頭でも補足説明をする。 

 

○所属園所が勧めても個別の就学相談には至らず、11月の就学時健診時に学校側が気づいた場合

はどのような対応になるのか。 

●すこやか保育対象の５歳児のうち、就学相談の来所数は約４５％であった。11月の就学時健診

時などに学校見学の希望があれば、保護者から十分話を聞くように学校へ依頼している。就学

相談を受けていない場合、学校からも就学相談の案内をするよう依頼している。 

○すこやか保育の中に、知的には境界～正常域でも行動上の問題があり、じっとできない子ども
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がいる。このような子どもの場合でも、保護者は通常学級での対応や通級教室など様々なサー

ビスを受けられると期待している。就学前に学校に行った際、通常学級や通級教室の説明を受

けられるのか。 

●学校でも説明できる。就学説明動画は市ホームページに掲載しており、特別支援学級、通常学

級、通級指導教室などの情報もある。動画はいつでも自由に閲覧できる。 

○兵庫県と神戸市の仕組みは異なるが、お気づきの点はあるか。 

○これまで神戸市は保護者と小学校が直接交渉する形だったので、就学相談のシステムができた

ことは良い。また、就学相談に来られる子どもは医療機関を受診していると方も多くいると考

えられるが、どれくらいいるのか。 

●医療機関の受診数ではないが、個別の就学相談を利用者のうち、診断や障害手帳がない方が約

４分の１。それ以外の方は何らかの診断や手帳がある。約半数が障害手帳の所持があった。 

 

○発達障害を中心に話をしているが、医療的ケアや肢体不自由も同様に就学相談を受けている。

今年４月に就学相談の仕組みができ、これから各学校で受け入れる。この仕組みを保護者がど

う感じ、どう評価しているのか。来年４月に入学し、これまでとは違う仕組みでの対応はどう

だったのかも教えていただきたい。就学に関する情報を得て地域の学校に入学しても、保護者

が認識していた内容と異なっていては困るので伺いたい。 

●新しい日本型の学校教育の一つに、就学後にも柔軟に学びの場の変更を考えられるという、日

本型インクルーシブ教育があり、特別支援教育相談センターの教育相談がその機能をもつ。本

日ご意見があったように、就学前に「うちの子は大丈夫」と言われる保護者は必ずいる。就学

後に課題がある場合は、通常学級を選択した保護者の責任にするのではなく、特別支援教育相

談センターが対応し、お子さんの様子をみて、必要に応じて保護者とも相談し、子どもにあっ

た学びの選択肢を助言する。目先のことだけではなく、将来的なことも示しながら、柔軟に学

びの場を変更していく。特別支援教育相談センターができたので、新１年生入学後も子どもに

合った学びの場を提供していかなければならない。 

 

○学校の先生が特別支援学級に通う方に、療育手帳の取得を勧めたり、療育手帳の所持が原則で

あるかのような説明をしているケースがある。療育手帳はサービスを受ける個人の希望による

ので、十分ご留意願いたい。これまでは、学校の情報がよく分からずに入学された方もいたの

で、新しい仕組みをうまく生かして、より良いものにしていただきたい。 

○学童保育や放課後等デイサービスとの情報共有や、要録を学童保育等が共有できる仕組みがあ

れば助かる。今後の展開としてご検討いただきたい。 

○関係機関には、年明け早々に就学相談の仕組みをアナウンスすれば、今年利用された方の口コ

ミもあり周知できる。  

 

○特別支援教育相談センターの教育相談の相談対象に、私立幼稚園・保育園、認定こども園は入

らないのか。 

●教育相談の対象は小学校以上で、今年度から５歳児の就学相談ということで始めている。 

○神戸市立幼稚園のみ、教育相談の対象ということか。 

●市立幼稚園は、特別支援教育課にいる区担当指導主事が園支援で訪問する流れとなっている。 

○今後、拡大していく予定はあるのか。 
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●市立の幼稚園は統合保育で様々な幼児を受け入れており、区担当主事が園に対して指導助言を

行っている。就学前の多様な機関への拡大は、現状では人員的に難しい。 

 ○教育相談の申し込み方法について、学校から申し込む場合は保護者の了解は必要か。また、保

護者がセンターに直接相談を申し込むときには、学校の了解は必要か。 

●学校と保護者が連携をした上で特別支援教育相談センターを利用することが最も効果的である

ことは言うまでもないが、保護者の同意なく学校から依頼を受ける場合もある。保護者からの

電話相談時に、学校との連携確認を取り、学校より教育相談を申し込んでもらう場合もある。 

 

 

２．神戸市の発達の気になる子どもの相談支援体制について 

  ＜事務局より資料６、資料７について説明後、質疑応答及び委員による意見交換＞ 

 

 ○発達障害に関しては、就学前はこども家庭局、就学後・学齢期は神戸市教育委員会、成人期は福

祉局発達障害者支援センターが中心になって対応している。各年齢期のつなぎは互いが共有して

いる。 

  これまで神戸市では、乳幼児健診をはじめ、各種関係機関とこども家庭センター・療育センター

との役割分担の整理・周知、相談支援の課題などに取り組んできた。市内の医療機関でも発達に

課題を持つ子どもに対してサポートや診断をしていただくことを考えている。 

保護者は、医療だけではなく療育や心理検査を一緒に求める場合がある。一方で、医療機関に

は放課後等デイサービスや児童発達支援事業所などの情報が十分に周知されていない。福祉サー

ビスの情報が確実に伝わっていけば、福祉と医療機関がお互いに協働しながら、障害をもつ子ど

もを地域で支えられる。これまで神戸市は相談支援が脆弱であると言ってきたが、今回、発達支

援を実施している福祉サービス事業所の情報を積極的に集め、市において障害児通所支援事業所

ガイドを作成された。 

○障害児通所支援事業所数が非常に多く、各事業所の特徴や情報は、今まで自分で足を運び見

て、情報を得ていく状況だった。障害児通所支援事業所ガイドがあると、情報提供が非常にし

やすい。 

○以前、兵庫県の小児科医会でアンケート調査を実施したところ、福祉情報が医療側にほとんど

入ってこず、事業所の場所・活動内容・職員の資格・提供サービスなどが分からないので、医

療機関と福祉サービスが結びつきにくいとの指摘があった。障害児通所支援事業所ガイドなど

を利用し、地域で医療と福祉サービスが一体となって支援できればと考えている。 

○発達障害は、医療機関だけではなく社会的に、地域で対応していくべき。各区に医師会がある

ので、各区の小児科やかかりつけ医も参加していただき、福祉サービス事業所や保健・福祉な

どの多職種が一緒に考える場（例えば協議会）が必要と思う。 

 

○保育所や幼稚園でも、障害児通所支援事業所と並行通園している方も多いが、配慮はどうか。 

○（すこやか保育について）障害児通所支援事業所と情報交換等をしながら、並行通園してい

る。きこえとことばの教室（通級指導教室）が利用できないため、並行利用できるよい。 

○通級指導教室の指導者が園に来て、子どもの見解を述べるときに、園側が把握している実際の

現状と大きくかけ離れている場合があり戸惑うことがある。 

○専門家が現場園所の先生の状況を理解していないと、助言内容と実状にズレが生じてしまい、
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現場の先生は意見を述べることを控えてしまう傾向がある。幼稚園、保育所、認定こども園の

保育者は、子どもの姿を集団の中で見ている。保育者も専門家であり、専門家と対等に話がで

きる関係性であるとよい。 

○保育園などに密着して支援し助言する方を増やすことが大事。助言する側の研修も必要。 

 

 

○児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業所は急速に増え、質のばらつきがある。昨年

度、厚生労働省からの報告では、通常の預かりと変わらない事業所や塾と変わらない事業所が

あるとされる。質の高い事業所を残していくためには、地域のネットワークの中で評価してい

くよい。県立こども発達支援センターでは、療育の導入や支援方法を提示後、県内各地域に返

し、地域を巡回されているがいかがか。 

○県立こども発達支援センターの療育終了後の送り先となる通所支援事業がどのようなことを行

っているかは分からないのが現状。障害児通所支援事業所ガイドがあると助かる。 

 

○神戸市内の通所支援事業所で発達検査を実施している所はあるのか。 

●児童発達支援や放課後等デイサービスで、独自に心理士を置いている事業所はあるが、必置で

ないため全てを把握していない。 

○発達検査の結果がある程度分れば、対応できるという声は医療機関に多くあるが、心理検査や

発達検査が可能な機関では長い待機期間がある。福祉サービス利用のための発達検査と、療育

手帳発行などの発達検査の棲み分けなどあるとよい。 

 ○発達の相談や診察が可能な医療機関の情報を掲載されているが、数が少ない。障害児通所支援

事業所ガイドには、放課後等デイサービスの掲載が多数あるが、各事業所の違いや内容が分か

りにくい。学校や区役所の窓口などで情報提供できる仕組みがあると、保護者にとって分かり

やすい。 

  

 ○学校などの関係者も含め、地域で情報交換できるネットワークが築かれることが非常に大切。

相談支援機関の役割・機能に関する広報・周知について、関係機関へ説明をお願いしたい。 

○神戸市の場合、こども家庭センターと療育センターの役割が分かりにくい。療育センターで相

談・検査を受けた子どもの中で正常域の割合が増えている。地域の中で、療育センターに通う

ほどではない子の相談や支援ができればよい。 

○不安を感じている人の不安の内容は様々である。情報発信だけではなく、疑問や不安などを拾

い上げて、その内容から答えや情報にアクセスしやすいよう整理できるのではないか。 

○Ｑ＆Ａを市ホームページに掲載するのも一つの方法。インターネット上には、非常に多くの情

報があり、どれが信頼に値するものなのか分かりにくい。 

○相談したい内容から相談先へ分かりやすく繋がるように整理し、相談先での相談方法が分かる

ようにしていただきたい。 

 

○子どもの発達に関する相談内容にどこまで対応できるかが課題。児童発達支援センターは、相

談機能を併せ持っているが、（通所支援で）手一杯になっているのが現状。各区の相談支援事業

所で子どもの相談件数を増やせるのか。 

○神戸市が委託している相談支援事業所は、市内１９か所。子どもの相談もあるが、大人の相談
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件数が圧倒的に多い状況。子どもの相談は、多問題で複雑なケースが多い印象がある。相談員

の相談力を高める必要がある。神戸市障害者基幹相談支援センターの取り組みとして、県の法

定初任者研修修了者を対象にファーストレベルの研修を実施している。 

 相談支援事業所が増えない理由は、神戸圏域での法定研修の受講者は毎年５０名程度いるが、

相談支援事業所数は増えていない。今年度、基幹センター主催のファーストレベルの研修への

参加数は 14名と、法定初任者研修修了者（昨年度 40名前後）の半数も満たない厳しい現状が

ある。 

 

○子どもの相談支援は、大人への支援であるケアマネジャーより、専門家の人材育成と維持が大

変だと聞く。一方で、最初に直接相談を受けるのは、保育園や幼稚園の先生が多いが、研修事

業などはあるのか。 

○私立幼稚園では特別支援に関する研修があり、時間が許す限り職員は全員受講する。専門の先

生から教えていただくが、現場で活かすのはなかなか難しい。適切な指導が頭で分かっていて

も、適時適切の対応は難しい。 

○私立保育園連盟では、障害児委員会があり研修等を担っている。もう一つキャリアアップがあ

り、保育士の処遇改善のために国の補助金を受けている。その条件として障害児に関して学ぶ

時間がある。保護者からの相談対応と障害児への関わり方の研修を実施している。 

○インクルーシブが推進されているが、保育所、幼稚園では子どもの発達に関して経験の浅い職

員が多くなり、支援が要るのか否かの判断が非常に難しくなっている現状がある。研修等で知

識を得ていても、実践対応の難しさを感じている。課題に対する客観的な判断基準があれば、

要支援である子どもに気づくことができる。 

○幼稚園や保育所では、目の前にいる子どもの支援はよく分かるが、就学後の支援が見えにく

い。就学後のライフステージに応じた支援状況を知ることで、今いる在園所で、将来を見据え

た支援ができやすくなる。具体的には、幼稚園や保育所で発達が気になる子について、小学校

につないだ後の経過、将来、小・中・高でどのような過程を経たのか、ケースを共有するよう

な事例検討や勉強会の機会があるとよい。 

 

○療育センターの立場では、重い症状の子どもに対して早期にサポートをし、その家族にも子ど

もとの関わりを学んでいただきたい。明らかな障害はないが発達が気になる子どもが通える場

所として児童発達支援などの利用や、かかりつけ医に最初の受皿になっていただくなど、地域

の中で見守っていけるネットワークが築けないかと考える。 

○児童発達支援などのネットワークに加え、保育園や幼稚園、認定こども園でも踏み込んだ相談

を受けられることも大事になると思う。 

○保護者が安心して相談するためには、保護者と相談先の支援者がお互いに顔の見える関係であ

るということが大切。システムだけではなくて、顔の見える関係で安心して相談ができ、支援

につなぐコーディネーター、軸になるところがあるといい。 

 

 

 



神戸市療育ネットワーク会議／就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議（概要） 

 

１．趣 旨 

   本市では、就学前における障害児等の支援を、各区役所、こども家庭センター、療育

センター、保育所・幼稚園等の他、通級指導教室、民間の児童発達支援事業所などが連

携して重層的に実施している。一方で、関係機関のそれぞれの役割分担や、障害の早期

発見から支援までの流れが市民及び支援者にとってわかりにくくなっていること等が

課題となっている。 

  そこで、就学前の発達の気になる子ども（＊）の支援にかかる現状の課題の整理やニ

ーズの把握を行うとともに、関係機関及び行政担当者等による意見交換や情報共有を通

じて、より良い支援体制について検討し、支援の充実を図るため、検討会議を開催する。 

  なお、この会議は「神戸市療育ネットワーク会議」開催要綱にもとづく施策検討会議

として位置付けるものとする。 

 

＊「発達の気になる子ども」の考え方 

日常生活や集団での活動において個別の発達支援を必要とする子ども（医師の診

断の有無や障害者手帳の交付の有無を問わない）とする。 

 

 

２．委員（令和４年度）  

 ※五十音順・敬称略   

委 

員 

兵庫教育大学大学院 教授 井澤 信三 

神戸市障害者基幹相談支援センター  

相談支援主任／統括コーディネーター 
伊藤 則正  

神戸女子大学 教授 植戸 貴子 

兵庫県立こども発達支援センター長 大橋 玉基 

神戸市医師会 公衆衛生担当理事 越智 深  

神戸大学 名誉教授／神戸市総合療育センター診療担当部長 

※会長 
高田 哲   

社会福祉法人神戸 YMCA福祉会 発達支援事業統括 谷川 尚 

神戸市私立幼稚園連盟 副理事長 綱本 慎一 

神戸市私立保育園連盟 理事 橋本 大介  

関西学院大学 名誉教授 日浦 直美 

兵庫県 LD親の会たつの子 副代表 三島 佳世子 

 

  



行
政
関
係
者 

こども家庭局副局長 大石 和広 

こども家庭局母子保健担当課長 丸山 佳子 

こども家庭局医務担当課長 三品 浩基 

こども家庭局発達支援調整担当課長  土井 信忠 

こども家庭局総合療育センター相談診療担当課長 西田 いづみ 

こども家庭局幼保事業課長 立石 智久  

こども家庭局指導研修担当課長 下西 由佳 

こども家庭局こども家庭センター発達相談・判定指導担当課長 吉岡 真理 

福祉局障害者支援課長 奥谷 由貴子 

福祉局発達障害者支援担当課長 岡本 和久 

教育委員会事務局特別支援教育課長  上野 昌稔  

教育委員会事務局特別支援教育相談センター担当課長 津田 朋厚  

兵庫区保健福祉課長 石田 明稔 

    

３．実施状況 

   第１回：令和２年 ２月 13日   第２回：令和２年 ７月 28日 

第３回：令和２年 12月 17日  第４回：令和３年 ３月 25日 

第５回：令和３年 ７月 29日  第６回：令和３年 12月 16日 

第７回：令和４年 11月 10日  第 8回：令和５年 ３月 ９日 



神戸市療育ネットワーク会議 

「就学前の発達の気になる子どもの支援体制検討会議」について 

 

【検討課題】 

（1） 相談窓口 

① 整理・役割分担の明確化 

② 受付から相談までの待機期間の短縮 

③ 小学校入学へのつなぎ 

 

（2） 支援の充実 

① 支援する側にもされる側にも分かりやすい情報内容の整理 

② 行政機関だけでなく、医療機関と障害児相談支援事業所等とが連携して支援 

 

（3） 情報共有 

① 就学時の支援情報の提供 

② 支援情報の一元管理・システム化 

 

【実施状況】 

 実施日 議題 

第１回 R2.2.13 検討課題、神戸市における発達の気になる子どもの支援体制、 

神戸市の乳幼児健診、就学前の発達支援体制検討にかかる実態調査 

第２回 R2.7.28 神戸市の発達相談の現状、相談窓口の整理・役割分担の明確化 

第３回 R2.12.17 こども家庭センター調査、こうべ学びの支援センター 

神戸市の発達相談支援体制 

第４回 R3.3.25 神戸市の発達の気になる子どもの相談支援体制（役割・機能の整理） 

就学時のつなぎ・情報連携 

第５回 R3.7.29 就学相談、就学先への情報共有 

第６回 R3.12.16 神戸市の発達の気になる子どもの相談支援体制（市 HP「子どもの

発達に関する相談」） 

就学時のつなぎ・情報連携（就学相談、ネットワークプラン） 

サポートブック 

第７回 R4.11.10 就学時のつなぎ・情報連携（特別支援教育相談センター、個別の就

学相談を活用した情報の流れ） 

神戸市の発達の気になる子どもの相談支援体制（相談支援機関の広

報、支援の流れ） 

第 8回 R5.3.9 神戸市の発達の気になる子どもの相談支援体制（発達相談支援体制

の充実）、サポートブックとネットワークプラン 
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